
                                第１８号議案 

一宮市小中学校通学区域審議会委員の解嘱及び委嘱について 

一宮市小中学校通学区域審議会委員の解嘱及び委嘱について、別紙案を添えて教育委

員会の審議に付します。 

令和８年４月２２日

一宮市教育委員会   

教育長 高 橋 信 哉 

提案理由 

一宮市まちづくり部長退任のため、一宮市小中学校通学区域審議会規則第３条の規

定により、本案を提出します。 



１．一宮市小中学校通学区域審議会委員 解嘱該当者 

氏  名 備   考 

横井
よ こ い

 兼行
かねゆき

まちづくり部長退任のため 

２．一宮市小中学校通学区域審議会委員 委嘱候補者 

氏  名 備   考 
新任

再任

稲本
いなもと

 直喜
な お き 一宮市職員 

（まちづくり部長）
新 

３．委嘱期間 

  ２０２６年４月２２日から当該諮問にかかる審議を終え答申を行う日まで 



一宮市小中学校通学区域審議会委員 委員名簿 

氏  名 備   考 
新任

再任

尾関
お ぜ き

 さとる 
一宮市議会議員 

（経済教育委員会委員長）

風岡
かぜおか

 治
おさむ 有識者 

（愛知教育大学教授）

伊藤
い と う

 良介
りょうすけ 市立小中学校長 

（一宮市立丹陽小学校長） 

西本
にしもと

 匡
まさ

志
し 市立小中学校長 

（一宮市立奥中学校長）

岩田
い わ た

 佳子
け い こ

市立小中学校 PTA 経験者 

（令和5年度一宮市小中学校PTA

連絡協議会会長）

原
はら

 克
かつ

臣
おみ

市立小中学校 PTA 経験者 

（令和6年度一宮市小中学校PTA

連絡協議会会長）

稲本
いなもと

 直喜
な お き 一宮市職員 

（まちづくり部長）
新 





第１９号議案 

一宮市社会教育委員及び一宮市公民館運営審議会委員の委嘱について 

一宮市社会教育委員及び一宮市公民館運営審議会委員の委嘱について、別紙

案を添えて教育委員会の審議に付します。 

令和８年４月２２日 

一宮市教育委員会 

教育長 高 橋 信 哉 

提案理由 

一宮市小中学校長会役員就任のため、社会教育法第１５条及び第３０条の規

定により、本案を提出します。 



１．一宮市社会教育委員及び一宮市公民館運営審議会委員 委嘱候補者 

２．委嘱期間 

  ２０２６年５月１日から２０２８年３月３１日 

氏  名 備  考 
新任
再任

芳賀
は が

 康
こう

臣
じ

一宮市小中学校長会

副会長 
新 





○社会教育法              (昭和二十四年六月十日 法律第二百七号) 

(社会教育委員の設置) 

第十五条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。 

2 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。 

  (公民館運営審議会) 

第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。 

2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につ

き調査審議するものとする。 

第三十条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町

村の教育委員会(特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の

長)が委嘱する。 

2 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審

議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱

の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。 

○一宮市社会教育委員の定数等に関する条例   （昭和 25 年 1 月 27 日 条例第 3号） 

第 1条 社会教育法(昭和 24 年法律第 207 号)第 15 条の規定に基づき、本市に一宮市社会

教育委員(以下「委員」という。)を置く。 

第 2条 委員の定数は、15 名以内とする。  

第 3 条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。 

第 4条 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

○一宮市公民館設置及び管理に関する条例   （昭和 30 年 4 月 1 日 条例第 18 号） 

第 3条 法第 29 条第 1項の規定に基づき、公民館運営審議会を置く。 

2 公民館運営審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、15 名以内とする。 

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 

4 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 



第２０号議案 

一宮市教育委員会後援名義の使用について

一宮市教育委員会後援名義の使用について、別紙のとおり申請がありました

ので、教育委員会の審議に付します。 

令和８年４月２２日

一宮市教育委員会   

教育長 高 橋 信 哉 



一宮市教育委員会後援名義使用許可基準 

（許可基準） 

第２条 後援名義の使用の許可は、次の各号のいずれかに該当する事業に対して行うものとする。 

(1) 国、愛知県若しくは一宮市が主催し、又は後援する事業 

(2) 学校又は学校の連合体が主催する事業 

(3) 市内の公共的団体及びこれに加盟している団体が主催する事業 

(4) 公益法人及びこれに準ずる団体（宗教法人を除く。）が主催する事業 

(5) 次に掲げる団体等が主催する事業で、その内容（入場料、場所、事業内容等）が適当と認められ

る事業 

ア 市内の教育関係団体 

イ 報道機関（新聞社又は放送局） 

ウ 国、愛知県又は一宮市が補助等をしている団体 

(6) 過去において、教育委員会が後援した実績のある事業 

(7) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が適当と認めた事業 

２ 前項の規定にかかわらず、当該事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、後援名義の使用を許

可しないものとする。 

(1) 営利を目的として行われる事業 

(2) 特定の政党又は宗教団体が主催する事業 

(3) 教育の中立性を損なうおそれのある事業  

(4) 会員制又は会員勧誘を前提とした事業 

(5) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのある事業 

(6) 市内全域を対象としない事業 

(7) 一宮市暴力団等の排除に関する条例（平成 23年一宮市条例第 24号）第 2条第 1項第１号に規定

する暴力団又は同項第 2号に規定する暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有する者が主催し、又

は関与すると認められる事業 

(8) 前各号に掲げる事業のほか、教育委員会が支障があると認めた事業




